
※R8年度から【規制コンクリート盤使用の場合】を追加しましたので、添付忘れにご注意ください。

申請書類確認表 確認欄

・合併処理浄化槽設置実績報告書(※右上の日付は未記入で提出)
 (※完了年月日の30日以内または２月末日のいずれか早い日までに提出)

・保守点検契約書

・浄化槽維持管理業務委託契約書(清掃に関する契約書)

・７条検査依頼書11条検査申込書(出納印、生科研の印があるもの)

・業者から申請者への請求書(※完了年月日以降の日付)
(※くみ取り便槽及び単独処理浄化槽からの付替えの場合で宅内配管工事費、くみ取り便槽及び単独処理浄化槽撤去費の請
求をする場合はそれぞれの内訳がわかるように記載)

・写真(着⼯前〜着⼯中〜完成)※詳細は⼯程写真確認表参照

・【既製コンクリート盤使用の場合】浄化槽メーカーの施工要領書が遵守されていることが確認でき
る資料

・覚書

・施工工事のチェックリスト(浄化槽設備士の記載、押印をすること)
（日付は完了年月日以降かつ申請日以前の日付）
(申請時の「し尿浄化槽の概要書(建築確認の場合のみ)」「浄化槽設備士免状」と設備士名が異なる場合、再度
「し尿浄化槽の概要書」「浄化槽設備士免状」の提出が必要です)

・確約書
・申請者から市への請求書
 (押印必須、「日付・確定通知の日付と番号・住所」は未記入で提出)

・浄化槽使用廃止届の写し
(※単独処理浄化槽からの付替えのみ提出)（※受付印のあるもの）

↓くみ取り便槽及び単独処理浄化槽撤去費を申請する場合の提出物

・撤去したくみ取り便槽及び単独処理浄化槽の産業廃棄物管理票
 (マニフェストE票)の写し
※「マニフェストE票の写し」の提出が間に合わない場合は、先に「マニフェストA票の写し」を提出し、後日
「マニフェストE票の写し」を提出しても構いません

↓宅内配管工事費を申請する場合の提出物
・宅内配管経路(延⻑(ｍ)、種類の記載されたもの)、
 桝の位置種類を記載した配置図
 ※請求書の内訳と一致すること
 ※申請時に既に提出済みで、施⼯内容に変更がない場合提出不用

実績報告書提出書類一覧


